
船舶事故調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年２月２日 １４時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市美津
み つ

島町芦
よし

ケ
が

浦
うら

漁港 

 対馬黒島灯台から真方位３１０°２.６５海里付近 

 （概位 北緯３４°２０.８′ 東経１２９°２２.３′） 

事故の概要  警備艇たいしゅうは、港湾調査中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年２月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

警備艇 たいしゅう、３９トン 

１４２４６５、内閣府 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、港湾調査を行うために長崎県

佐須奈
さ す な

港を出港し、芦ケ浦漁港を港奥へ向けて手動操舵で西行中、港

奥の浅所に乗り揚げた。 

本船は、近くにいた漁船により引き出されたのち、浸水等がなく航

行に支障がなかったので、自力で造船所へ向かった。 

船長は、芦ケ浦漁港の航行は初めてで、浅所の存在を知らなかっ

た。 

本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 

 

本船は、船長が芦ケ浦漁港港奥の浅所の存在を知らなかったことか

ら、同浅所付近を航行し、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が芦ケ浦漁港港奥の浅所の存在を知らなかったた

め、同浅所付近を航行し、本船が同浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・初めて航行する漁港では、地元の人に聞くなどして事前に水路調

査を行うこと。 

 


